
     令和８（２０２６）年１月７日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
８
年
度
償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の 

申
告
に
つ
い
て 

 

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の
償
却
資
産
（
事
業

用
資
産
）
に
つ
い
て
も
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

償
却
資
産
と
は
、
法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
方
や
農
業
を
営
ま
れ
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業

の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、

備
品
等
を
い
い
、
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
、
毎

年
１
月
１
日
現
在
本
山
町
内
に
あ
る
償
却
資
産
（
事
業
用
資

産
）
の
取
得
価
格
や
取
得
時
期
等
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
地

方
税
法
第
３８３
条
の
規
定
に
よ
る
） 

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
償
却
資
産
申
告

の
手
引
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
役
場
税
務
班
で
も
配
布
し

て
お
り
ま
す
。） 

【
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
】 

 
 

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
減
価
償
却
額
又
は
減
価
償
却

費
が
法
人
税
法
又
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計

算
上
、
損
金
又
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
こ
れ

に
類
す
る
資
産
で
法
人
税
又
は
所
得
税
を
課
さ
れ
な
い
者

が
所
有
す
る
も
の
を
含
む
）
を
い
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
次
に
該
当
す
る
資
産
も
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。 

①
償
却
済
資
産
（
耐
用
年
数
が
経
過
し
、
帳
簿
上
で
備
忘
価

格
１
円
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

②
建
設
仮
勘
定
で
経
理
さ
れ
て
い
る
資
産
（
そ
の
一
部
が
事

業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

③
決
算
期
以
降
に
取
得
さ
れ
た
資
産
で
未
だ
固
定
資
産
勘

定
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
資
産 

④
簿
外
資
産
（
会
社
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
資
産
） 

⑤
遊
休
資
産
（
稼
働
を
休
止
し
て
い
る
が
い
つ
で
も
稼
働
で

き
る
状
態
に
あ
る
資
産
） 

⑥
未
稼
働
資
産
（
既
に
完
成
し
て
い
る
が
未
だ
稼
働
し
て
い

な
い
資
産
） 

⑦
改
良
費
（
資
本
的
支
出
） 

⑧
赤
字
決
算
の
た
め
減
価
償
却
を
行
っ
て
い
な
い
資
産 

⑨
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
を
適
用
し
、
即
時
償
却
・
特
別

償
却
・
割
増
償
却
し
て
い
る
資
産 

⑩
資
産
の
所
有
者
が
事
業
と
し
て
他
人
に
貸
し
付
け
て
い

る
資
産
（
リ
ー
ス
資
産
、
レ
ン
タ
ル
資
産
） 

⑪
従
業
員
の
福
利
厚
生
施
設
（
社
宅
・
寮
等
）
の
構
築
物
、

器
具
備
品 

【
申
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
資
産
】 

①
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
も
の

（
小
型
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
コ
ン
バ
イ
ン 

な
ど
） 

②
営
業
権
や
特
許
権
な
ど
の
無
形
減
価
償
却
資
産 

③
繰
延
資
金
（
開
業
費
、
開
発
費
、
負
担
金
） 

④
耐
用
年
数
が
１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未

満
の
資
産
の
う
ち
、
税
務
会
計
上
で
一
時
に
損
金
に
算
入

し
て
い
る
も
の 

⑤
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
で
、
税
務
会
計
上
３
年
間
で

一
括
償
却
し
て
い
る
も
の 

⑥
法
人
税
法
第
64
条
の
２
第
１
項
又
は
所
得
税
法
第
67

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
（
売
買
扱
い
と
す
る

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
）
資
産
で
取
得
価
格
が
20
万
円

未
満
の
も
の
（
地
方
税
法
施
行
令
第
49
条
た
だ
し
書
） 

【
申
告
期
限
】 

令
和
８
年
２
月
２
日
（
月
） 

【
申
告
書
の
提
出
方
法
】 

 
 

役
場
へ
持
参
、
も
し
く
は
郵
送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。  

 

ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（e

L
T

A
X

）
に
よ

る
電
子
申
告
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

【
申
告
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
】 

昨
年
度
、
町
様
式
で
申
告
（
紙
申
告
）
を
さ
れ
た
方
に

は
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。 

な
お
、
申
告
書
ご
入
用
の
場
合
は
、
役
場
税
務
班
に
て

入
手
、
も
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。 

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
税
務
班 

電
話 

76―

２
１
１
５ 

 

住
宅
耐
震
事
業
の
パ
ネ
ル
展
示
に
つ
い
て 

本
町
で
は
、
地
震
発
生
時
の
住
宅
倒
壊
等
に
よ
る
被
害
を

軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
木
造
住
宅
耐
震
化
を
行
う
方
に

対
し
て
、
次
の
と
お
り
費
用
の
一
部
を
助
成
し
、
住
宅
耐
震

対
策
を
支
援
し
て
い
ま
す
。 

①
耐
震
診
断
の
実
施 

無
料 

②
耐
震
設
計
へ
の
補
助
上
限 

30
万
円 

③
耐
震
改
修
へ
の
補
助
上
限 

165
万
円 

※
さ
ら
に
、
空
き
家
を
移
住
者
等
へ
貸
し
出
す
場
合
に
は
、

改
修
費
用
と
し
て
270
万
円
を
上
乗
せ
し
ま
す
。 

つ
い
て
は
制
度
の
理
解
を
深
め
、
耐
震
化
事
業
を
啓
発
す

る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
展
示
し
ま
す
の
で
、
お
近
く
に
お
越
し

の
際
に
ぜ
ひ
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

【
期
間
】
１
月
23
日
（
金
）
～
２
月
18
日
（
水
） 

【
場
所
】
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー 

玄
関
ロ
ビ
ー 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
建
設
課 

76―

３
９
１
７ 

 

  

 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１６７号  



     令和８（２０２６）年１月７日（2） 

 

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。 

【
日
時
】
１
月
16
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
役
場 
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
対
象
者
】 

 
 

〇
障
害
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 
 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 
 

〇
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援 

事
業
所
の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

電
話
０
８
８―

８
５
４―

９
１
１
１ 

 

 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
委
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を

受
け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
開
設
さ
れ
る
行

政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

【
日
時
】
１
月
22
日
（
木
）
午
前
10
時
か
ら
正
午 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
行
政
相
談
委
員
】
筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

  

機
器
の
更
新
作
業
に
伴
い 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
放
送
が
一
時
的
に 

視
聴
で
き
な
く
な
り
ま
す 

本
山
町
で
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
土
佐
町
と
協
同
で
整

備
・
運
用
し
て
い
る
テ
レ
ビ
放
送
設
備
に
つ
い
て
、
老
朽

化
・
災
害
対
応
強
化
等
を
目
的
と
し
た
機
器
の
更
新
作
業
を

実
施
し
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
町
内
で
光
回
線
を
利
用
し
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
を
視
聴
し
て
い
る
ご
家
庭
に
お
い
て
、左
記
の
期
間
で

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
放
送
が
一
時
的
に
視
聴
で
き
な
く
な
り

ま
す
。視
聴
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す

が
、何
卒
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 

【
作
業
に
つ
い
て
】 

①
令
和
８
年
１
月
19
日
（
月
）
～
１
月
23
日
（
金
） 

午
前
９
時
～
午
後
５
時 

 

放
送
の
視
聴
が
で
き
な
い
時
間
（
数
分
間
）
が
数
回
発
生 

 

②
令
和
８
年
２
月
３
日
（
火
）、
２
月
10
日
（
火
）、 

２
月
11
日
（
水
）、
２
月
17
日
（
火
）、 

２
月
18
日
（
水
）、
２
月
19
日
（
木
） 

午
前
０
時
～
午
前
６
時 

 

放
送
の
視
聴
が
で
き
な
い
時
間
（
１
時
間
程
度
）
が 

断
続
的
に
発
生 

【
対
象
地
区
】 

土
佐
町
・
本
山
町
全
域 

【
影
響
範
囲
】 

地
上
波
テ
レ
ビ
放
送
、
衛
星
放
送 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―
２
２
２
３ 

※
12
月
17
日
発
行
の
行
政
連
絡
記
事
の
再
掲
で
す 

 

多
重
債
務
に
陥
ら
な
い
た
め
に 

「
無
計
画
な
借
り
入
れ
が
招
く
多
重
債
務
」 

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
手
軽
に
借
り
入
れ
の
申
し
込
み
が
で

き
る
時
代
で
す
が
、
多
重
債
務
に
陥
ら
な
い
た
め
に
本
当
に

借
金
ま
で
し
て
買
い
た
い
も
の
な
の
か
、
最
後
ま
で
遅
れ
る

こ
と
な
く
返
済
し
て
い
け
る
の
か
、よ
く
検
討
し
ま
し
ょ
う
。 

 

借
り
た
お
金
に
は
利
息
が
か
か
り
ま
す
。
金
利
が
法
律
で

定
め
た
上
限
を
超
え
て
い
な
い
か
、
借
り
る
前
に
必
ず
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

消
費
者
金
融
は
、
限
度
額
内
で
繰
り
返
し
借
り
入
れ
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
借

り
入
れ
を
繰
り
返
す
う
ち
に
借
金
を
し
て
い
る
と
い
う
感
覚

が
鈍
っ
て
慢
性
的
な
借
金
状
態
と
な
り
、
返
済
の
た
め
に
ほ

か
の
消
費
者
金
融
か
ら
さ
ら
に
借
り
入
れ
て
結
果
的
に
多
重

債
務
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

金
銭
問
題
を
抱
え
る
と
、
気
分
が
落
ち
込
む
、
や
る
気
が

出
な
い
な
ど
の
抑
う
つ
状
態
や
、
借
金
の
額
を
直
視
し
た
く

な
い
と
い
っ
た
現
実
逃
避
な
ど
に
よ
り
問
題
解
決
の
た
め
の

行
動
を
起
こ
し
に
く
く
な
り
ま
す
が
、
放
置
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
返
済
困
難
な
状
況
に
な
っ
た
場
合
は
、
勇
気
を
出
し

て
専
門
機
関
や
行
政
な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
ゲ
ー
ム
な
ど
へ
の
依
存
に
よ
る
多
重
債
務

問
題
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
へ
の
相
談
も
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。 

 

★
困
っ
た
こ
と
、
心
配
な
こ
と
が
あ
れ
ば
迷
わ
ず
消
費
者
ホ
ッ 

ト
ラ
イ
ン 

１
８
８
（
い
や
や
）
に
相
談
を
！ 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

  


